
 

10年にわたるたたかいが報われた 

 1月 29日、福岡高等裁判所で 20例目（高裁で

は 2 例目）の勝訴判決が言い渡されました！処分

を取り消すという判決主文が読み上げられた瞬

間、控訴人席の中島久恵原告団長が「勝ったぁ」と

ハッキリした声を上げました。中島さんの魂から

の喜びの声を聞いて、弁護団でもこみ上げてくる

ものがありました。10年にわたるたたかいが報わ

れた瞬間でした。 

 

第一審判決を変更しての勝訴判決 

 2025年（令和 7年）1月 29日、福岡高等裁判

所（松田典浩裁判長）は、生活保護基準引下げ処分

の取り消し等を求めていた福岡県内の生活保護利

用者 39名による控訴について、原告の請求を棄却

した第１審判決を変更し、同処分の違法性を認め

た上で処分を取り消すという原告（控訴人）側の逆

転勝訴判決を言い渡しました。 
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全国 29 の地方裁判所に提起されている同種訴訟

において20例目の勝訴判決です。高等裁判所でも、

名古屋高裁に続く2例目の勝訴判決であり、高裁に

おいても今回の基準引下げの不合理性が明確になっ

てきたといえます。 

 

判決の判断枠組み 

 裁判の主な争点は、第 1 審に引き続き、➀判断枠

組みをどうするのか、➁ゆがみ調整の適否、③デフレ

調整の適否でした。 

本判決は、判断枠組みについて、いわゆる老齢加算

訴訟の最高裁判決等を参照しながら、生活保護（生活

扶助）基準の改定をした厚生労働大臣の判断の過程

ないし手続が適切であったかどうかを審査する姿勢

を示し、厚生労働大臣の裁量権行使の在り方に一定

の限定を加えました。 

 また、判決は「統計等の客観的数値等との合理的関

連性や専門的知見との整合性、被保護者の生活への

影響の有無・程度等の観点から」審査すると指摘し、

「被保護者の生活への影響」についても重視する姿

勢を明確に示しました。 

 

「デフレ調整」は違法 

 次に、引下げ理由のうち「ゆがみ調整」については

違法性が認められないとしましたが、「デフレ調整」

については、「生活扶助相当ＣＰＩの算出に当たり家

計調査に基づくウエイトを用いた点において、その

過程に生活保護法8条1項の趣旨・目的に反する過

誤、欠落があったということができ、裁量権を逸脱又

は濫用したものといえるから、違法性が認められ

る。」として、原告側の主張を認めました。 

（参議院議員会館の様子） 

 

 勝訴の旗を掲げる原告の中島久恵さん（左） 

 



 

「家計調査」は国民全体の消費実態を調査するもので、

生活保護世帯の消費実態とはまったく異なる内容とな

っています。裁判所が問題にしたのは、端的にいえば、

厚生労働大臣が引下げを決める判断過程において被保

護世帯の消費構造をきちんと踏まえなかった点でし

た。判決は、「厚生労働省は、被保護世帯又はこれに準

じた世帯の消費構造を調査した結果に基づいて被保護

世帯のウエイトを算定すべきであったというべきであ

る。」と明言していますし、厚生労働省が被保護世帯の

消費実態を調査している「社会保障生計調査」を用い

ることも可能であったことも指摘しています。 

 

喜びの声にあふれた報告集会 

 

 

 

 

 

 

 

 

判決後の報告集会では喜びの声があふれました。原

告の 1人で福岡市の山脇誠さんは「うれしいです。ガ

スや電気などを節約しながら生活していますが、今後、

生活保護を受けている人の暮らしが少しでも楽になっ

てもらいたいと思います」と話していました。 

原告の弁護団の高木健康弁護士は「生活保護世帯の

生活実態が支給額の引き下げに反映されていなかった

ことを認めてくれました。国は上告せず、判決を確定

させてほしい。2013 年からの生活保護の引き下げを

国に撤回させられるよう、今後も頑張っていきたい」

と述べました。 

 

最高裁でも完全勝訴をめざして 

国側は上告することになるでしょう。そのため、次

は最高裁判所でのたたかいに移ります。最高裁でも完

全勝利して、今回の基準引下げの不合理性を明らかに

するとともに、今後の保護基準の改定が被保護世帯の

生活実態に応じた適正な設定になるよう、生存権保障

を第一の目的とした保護行政の実現につなげるたたか

いをしていきます。 

 

 

1月 31日・議員と報道関係者向け学習会開催 

近々、最高裁判所（第三小法廷・宇賀克也裁判長）

での判決も見込まれる今、福岡高裁判決を題材としな

がら、この裁判で何が争われているのか、生活保護基

準設定はどうあるべきかについて、衆議院第１議員会

館において、国会議員（秘書）・報道関係者向けの学習

会が行われました。 

 

 

ホームページに署名用紙・オンライン署名 

いのちのとりで裁判全国アクションのホームペー

ジに署名用紙があります。ダウンロードし、必要な枚

数を印刷してください。地域の集会や街頭等でご活用

ください。あわせて、ホームページからオンライン署

名もあります。ＳＮＳ等でご活用ください。 

署名は３月２４日までに下記へお送りください。４

月３日に最高裁要請の際に持参します。署名活動は引

き続き行いますが、まずは年度末をめどに取り組みま

しょう。 

【署名の送付先】 

全国生活と健康を守る会連合会 

〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-12-15 

 KATO ビル 3F 

 
 

№35（２） 

マスコミの関心も高い報告集会 
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